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政治経済体制の刷新をめぐる
闘争と変革の兆し

鈴
すず

木
き
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め

概　　況
　2011年 7月の「クリーンで公正な選挙を求める連合」（Coalition for Clean and 
Fair Elections：Bersih）によるデモ（Bersih 2.0）を契機としたナジブ・ラザク政権に
よる政治制度改革は，国内治安法（Internal Security Act：ISA）の撤廃や出版法の改
正など，政治空間の一部自由化をもたらした。他方で，より徹底的な政治の自由
化や透明化を求める都市部中間層や若年層による活発な社会運動が継続し，自由
化圧力は依然として高い。野党連合の人民連盟 （Pakatan Rakyat：PR）は，政治的
自由や環境保護，長期政権と既得権益の打破による公正な社会への移行を求める
都市部中上層の取り込みを進め，安定や開発政策の実績を訴える与党連合の国民
戦線（Barisan Nasional：BN）との競争は，熾烈化している。
　2020年までの高所得国家入りを目標として経済構造の抜本的な改革を謳った新
経 済 モ デ ル（New Economic Model：NEM）お よ び 経 済 刷 新 計 画（Economic 
Transformation Programme：ETP）は，経済グループ間の闘争を反映しながらも，
漸進的に経済構造の転換を促しつつある。2012年は，高所得，高生産性労働への
移行に向けた布石として，法定最低賃金の導入と定年の引き上げが決定した。活
発な国内投資や消費に支えられ，経済は安定的な成長を記録したが，政府の選挙
対策に起因する財政改革の遅れが不安要因として残る。
　外交分野では，アメリカ，中国，ASEAN諸国に加えて，マレーシア企業によ
るインフラ建設が進む中東諸国との関係強化がみられた。南シナ海問題を抱える
東アジアの地域秩序に関しては，中国を孤立させないように配慮しつつも，アメ
リカとの多面的な協力関係を深化させるバランス外交がみられた。

2012年のマレーシア
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国 内 政 治

政治制度の限定的自由化
　1667人の逮捕者を出した2011年 7月の Bersih2.0と，それに続くナジブ首相の
支持率低下への対応として始まった政治制度の自由化は，2012年も継続した。た
だし，レバノンやフィリピンにおけるマレーシア人によるテロ行為への関与や，
集会に参加した一部市民の暴徒化・過激化（後述）に加え，与党内の保守勢力の根
強さも手伝い，一連の改革は自由と秩序，革新と保守のバランスを取りながらの
漸進的なものとなっている。
　 4月には，最長 2年間にわたり容疑者を裁判なしに拘留する権限を政府に与え
た国内治安法（ISA）が撤廃された。ISAは，マラヤ共産党による武装闘争に対応
するために1960年に成立し，冷戦終結後も，政権に批判的な活動家や記者，野党
党員に適用範囲を広げながら市民の自由を制限してきた。しかし近年では，国内
外の世論からの厳しい声もあり，ISAは発動しにくくなり，むしろ抑圧のシンボ
ルとして，高い権利意識を持つ市民の反感を招来していた。政府は ISA撤廃を
政治制度改革の最重要事項のひとつと位置づけ，これに代わる治安違反（特別措
置）法（Security Offences［Special Measures］Act）を制定した。治安違反法は，容疑
者の拘留期限を28日とし，さらに同期限について， 5年ごとの議会の承認を要す
るサンセット条項も挿入した。「公共の安全」や「治安違反」といった語の定義
の広さや，裁判における証拠の取り扱いの粗雑さなどの問題点は指摘されている
ものの，同法が容疑者の裁判権を認めている点は，大きな前進といえる。
　言論・結社・集会の権利などの政治的自由に関する法律も一部緩和された。ま
ず，1971年に成立した大学生による政党活動を禁ずる大学・大学カレッジ法
（University and University College Act：UUCA）が改正された。この背景には，補欠
選挙で野党候補者を支持したとして大学に処分された国立大学の学生による裁判
で，同法が憲法に定められた言論および表現の自由に違反しているとした2011年
10月の控訴院判決がある。政府は違憲判決に対して控訴する一方で，学生運動が
活発化していることや，学生の野党支持が広まっていることに鑑みて，UUCA
改正に踏み切った。
　学生が政党の成員となることを禁止していた従来の UUCAに対し，今回の改
正は，学生による党員資格の取得を許可している。ただし，キャンパス内での政
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党活動の禁止や，政党内役職保持者による学内選挙への立候補の禁止，「学生お
よび大学の利益や福祉」に反すると大学当局がみなす組織への意見表明や参加の
禁止も盛り込まれた。なお，「学生および大学の利益や福祉」を害する行為とし
ては，「大学の名誉を傷つける」といった，広い解釈の余地を伴うものも含まれ
ている。改正後の UUCAが，学生による政党活動を許可する一方で，キャンパ
ス内に政党の影響力が及ぶのを阻止することを主眼とし，大学当局に大きな裁量
権を与えていることについて，一部学生からは不満の声も上がった。
　印刷物の出版および印刷を規律する印刷機・出版物法（Printing Presses and Pub-
lications Act：PPPA）も改正された。改正前の PPPAは， 1年間有効の印刷および
出版許可の付与・剥奪権限を内務省に与えていたが，今回の改正により， 1年ご
との許可更新制度は廃止され， 1度許可を取得しさえすれば，合理的な理由のな
い限り出版の権利を剥奪されることはなくなった。また，許可の付与・剥奪に関
する大臣の決定は最終的であり，裁判所において問題とされえないとした規定も
廃止された。これらの規定はいずれも，マハティール政権下で，経済・教育政策
や連邦政府の財政管理に関して世論が紛糾し，国内紙 3紙が発行停止処分となっ
た1987年に挿入されたもので，長らく出版業界の自主検閲を引き起こしていた。
　もっとも，本改正に対しては，出版許可制度そのものの撤廃によるさらなる自
由化を求める声も根強い。とはいえ，野党やホワイトカラー，若者を中心に表現
の自由への意識が高まっていることや，保守的だった司法が違憲判決に踏み切る
ようになった近年の変化を考えると，大臣の裁量に基づく許可制度濫用のコスト
は高い。インターネット・メディアの成長もあいまって，立法・行政権を駆使し
た国内世論の統制は，過去のものとなりつつある。
　このほか，政府やスルタンに対する侮辱，民族間・階級間の敵意助長，先住民
族ブミプトラの特別な地位やその他の民族の正当な利益などに関する憲法規定へ
の異議申し立てなどを禁止した扇動法（Sedition Act）の撤廃も，改革の目玉として
発表された。現在，政府は，扇動法に代わる国家調和法（National Harmony Act）
の立法を目指しているが，民族の権利や利益にかかわる問題だけに，立法は難航
している。

選挙制度改革をめぐる対立
　Bersihによる運動への対応として2011年10月に設置された超党派の「選挙改革
のための議会特別委員会」（Parliamentary Select Committee on Electoral Reform：
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PSC）は， 4月，22の提言を含む最終報告書を提出した。これを受けた選挙管理
委員会（Election Commission：EC）は，提言のうち，最短選挙活動期間の 7日から
10日への延長，与野党に公平なメディアへのアクセス，在外マレーシア人やメ
ディア関係者らの在外投票実施に合意した。
　他方で，論争を引き起こしていた有権者名簿の管理について，PSCは独立委
員会による監視の実施を提案したが，これは受け入れられなかった。有権者名簿
については，ECが，住所不明の者や架空の者などを含む疑義のある有権者が約
4万人存在すると発表したのに対して，Bersihや野党は，その数を40万人以上と
している。さらに，サバ州において，BNの得票拡大を目的として数十万人の不
法入国者に市民権が付与されたとされるマハティール政権期の疑惑にも強い関心
が寄せられており，有権者名簿の問題は，選挙制度改革をめぐる対立の火種と
なっている。
　この問題に加え，政府と与党が，候補者の代理人を投票所におくことを禁止す
る選挙違反法案（Election Offences Bill）の成立を進めたことで，選挙制度の透明化
を要求してきたグループは，政府による改革の意思が欠如しているとして，
Bersih 3.0を組織した。

ストリート・ポリティクス
　Bersihによる 3回目の大規模集会となる Bersih 3.0は，例年と同様にクアラル
ンプールの市街地から独立広場にかけての行進として計画された。2011年に成立
した平和的集会法（Peaceful Assembly Act）は，市民による集会を許可制から通知
制へと転換させた一方で，街頭での集会を禁じている。警察は，Bersihによる街
頭での行進と独立広場への立ち入りを禁止する裁判所命令を取得し，独立広場周
辺にバリケードを設置した。しかし，アンワル・イブラーヒム野党リーダー，ア
ズミン・アリ人民正義党（Parti Keadilan Rakyat：PKR）副党首らに促され，一部の
参加者がバリケードを破ったことから，警察は催涙ガスと放水車を使用し，471
人を逮捕した。
　これまでの Bersihでは，市民に対する警察の暴力に非難が集中し，インター
ネットで流布する「市民を抑圧する国家」のイメージが政権の支持率低下に寄与
していた。しかし，Bersih 3.0は，警察による実力行使が前回にも増して小規模
であった一方で，参加者による裁判所の立ち入り禁止命令違反や，器物損壊の実
態にも関心が集まった。独立広場周辺の商店主らによる損害賠償を求める裁判や，
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ストリート・ポリティクスの終わりを求める署名運動も起こり，Bersihへの反感
も少なからず表明された。
　Bersihの黄色い Tシャツとならび，2012年のストリート・ポリティクスの主役
となったのが，オーストラリアのライナス（Lynas）社によるパハン州におけるレ
アアース精製加工工場建設に反対する「緑の集会」（Himpunan Hijau）である。地
元住民や市民活動家は，三菱化成を筆頭株主とする日本・マレーシア資本の合弁
会社が1982年にペラ州で操業したレアアース精製工場の放射性廃棄物によって，
住民に健康被害が出た事例を引き合いに出し，ライナス社による工場建設の阻止
を目指した。これに呼応した各地の都市中間層が，緑色の Tシャツを着用して，
街頭に繰り出したのである。
　ライナス社による工場建設については，国際原子力委員会や国内の原子力免許
委員会（Atomic Energy Licensing Board：AELB）が，放射性物質の被曝量は安全基
準以下とする判断を下していた。さらに，議会特別委員会も，監視委員会の設置，
人体への影響の調査，放射性廃棄物の最終処分場設置もしくは国外輸送などの条
件を付けながらも，AELBによる一時操業免許付与を是認した。しかし，工場の
閉鎖以外の結末を忌避する Himpunan Hijauは議会特別委員会への参加をも拒否
し，街頭からの意見表明を続けている。
　Bersihや Himpunan Hijauによる集会は，大学生をはじめとする若年層を引きつ
けている。独立記念日の前日の 8月30日に Bersihリーダーらが組織した 1万人
規模の集会では，独立前のマレー人左派グループの旗の掲揚や，首相の写真の損
壊といったパフォーマンスで，学生らが注目を集めた。野党連合 PRは，これら
のグループに加え，連邦土地開発公団（Federal Land Development Authority：
FELDA）傘下でパーム油を中心とする農産物の販売・流通を担う FELDA Global社
の上場に反対するグループ（National Felda Settlers’ Children Association：ANAK）と
も緊密な共闘関係を確立し，連邦レベルでの政権交代にむけた原動力としている。
　マレーシアにおける集会や行進の増加の背景には，長期政権に対する不満のみ
ならず，タハリール広場からウォール・ストリートまで，世界各地でみられるス
トリート・ポリティクスの広まりがある。こうして動員される緑や黄色の市民ら
が，限定的であれ政府の応答を引き出していることは疑いを入れない。他方で，
シンボルによって動員される意見表明が一般化するなかで，政府と市民とのコ
ミュニケーションは断絶し，交渉の余地は狭まっていっているようにもみえる。
また，一部市民の過激化・暴徒化は保守勢力の反動を招来し，結果として政治的
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自由化の阻害要因となっている。

政党政治の動き
　2010年から 2度目の異常性行為裁判を受けていたアンワルが， 1月に証拠不十
分で無罪判決を受けたことで，政治の焦点はリーダーのイメージや道徳の問題か
ら政策へと移るかにみえた。しかし，実際には政党間の政策をめぐる議論は，期
待されたほどには活発にならなかった。
　その理由のひとつは，与野党双方による選挙を意識したバラマキ型財政政策で
ある。2013年度連邦予算案の上程に合わせて公表された PRの代替予算案には，
既存のブミプトラによる資本所有率30％目標から月収4000リンギ以下の世帯によ
る資本所有率30％目標へのシフトや，通信，メディア，航空などの分野での独占
やカルテルの禁止など，与党のそれと対照的な提案が含まれている。他方で，開
発の遅れているサバ州，サラワク州における交通インフラ整備，低コスト住宅建
設，最低賃金の引き上げ，子ども・高齢者手当などは，後述するナジブ政権の財
政政策と類似しており，選挙での支持を当て込んで有権者にみえやすい利益分配
を約束する与野党に共通した志向がうかがえる。
　また，政党間の議論の焦点が政治と金をめぐる問題に集まったことも，政策論
争の妨げになった。2011年に明らかになったナショナル・フィードロット社
（National Feedlot Corporation：NFC）による公的資金濫用や背任の疑いを受けて，

NFC役員の夫を持つシャハリザット・ザリル女性・家族・コミュニティ開発大
臣が辞任に追い込まれた。また，政府調達に関して，大量高速輸送機関（MRT）
の延長工事や交通違反自動取締システム（AES）設置，ペナン港民営化プロジェク
トが，サイド・モクタールら与党統一マレー国民組織（United Malays National 
Organization：UMNO）とつながりの深いビジネスマンによって落札されたことで，
クローニイズムを非難する声が上がり，野党による格好の攻撃材料となっている。
　もっとも，汚職撲滅や贈収賄防止は，政府の行政刷新計画（Government 
Transformation Programme：GTP）の主要目標のひとつと位置づけられている。ナ
ジブ政権は，この目標に沿って，政府プロジェクトを受注する企業に対する「企
業倫理宣言」への署名要請，汚職裁判所の設置などを進めてきた。しかし，ナジ
ブ本人を取り巻く疑惑もくすぶり続けているのが現状である。
　2002年，当時防衛大臣だったナジブは，スコルペーヌ型潜水艦 2隻をフランス
の造船役務局（DCNS）から70億リンギで購入した。その際，ナジブの側近が所有
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するマレーシアの会社に DCNSから「仲介料」が支払われたとして，人権団体
スアラム（Suara Rakyat Malaysia）がフランスの裁判所に訴えた。公判は行われて
いないが，この問題はナジブの道徳的権威に疑義を突き付けるものとして，オン
ライン・メディアや野党集会において繰り返し言及されている。
　他方で，PR州政府や議員も汚職やクローニイズム疑惑と無縁ではない。PRは，
2009年と2012年に，連邦政府に先んじて，スランゴール州，ペナン州で行政評議
会委員の資産公開を進めた。しかし，両州での不透明な金の動きも指摘されてい
る。たとえば，スランゴール州では，複数の州政府プロジェクトが公開入札なし
に発注されたことや，州政府企業タラム社（Talam Corporation）の負債回収として，
負債額を大幅に上回る額の土地買収が，市場価格を上回る価格で行われたことが
BN議員によって指摘されている。また，スランゴール州知事秘書でもある PKR
最高情報責任者が，親族の関係企業による州政府事業の受注を後押ししたことや，
ペナン州知事による不透明な土地売却も問題とされた。
　敵対政党のスキャンダル暴露に注力する一方で，BN，PRともに，政党内に不
安定要因を抱えている。汎マレーシア・イスラーム党（Parti Islam Se-Malaysia：
PAS）内部には，アンワルに近く，PR協力を重視する世俗グループと，イスラー
ム法実施を優先するウラマグループの根深い対立があり，総選挙への影響すら懸
念されている。若いホワイトカラー層を引きつけ，華人の支持基盤を着実に拡大
している民主行動党（Democratic Action Party：DAP）においても，Bersih 3.0に反対
したベテランのマレー人上院議員が辞任したことで，多民族政党としての有り様
に動揺がみられた。世俗政党 DAPと PASのウラマグループとのイスラーム刑法
実施をめぐる対立も継続している。さらに，連邦議会掌握後にアンワルを首相に
推そうとする DAPと PKRに対して，PASはハディ・アワン PAS党首の首相就
任を要求するなど，政権交代を声高に叫ぶわりには，足並みが不揃いな感がある。
　内紛に悩むのは，UMNOも同様である。同党からは，最高評議会メンバー 1
人を含むサバ州の下院議員 2人が離党した。また，ナジブ党首が総選挙における
党員の妨害工作に対する懲罰の可能性にたびたび言及していることは， UMNO
内部の分裂の深さを物語っている。
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経 済

　2012年の実質 GDP成長率は，第 1四半期から第 3四半期にかけて5.1％（対前
年同期比，以下同じ），5.6％，5.3％と推移した後，第 4四半期には世界経済の改
善に伴い6.3％に上昇し，年間を通じた成長率は，2011年の5.1％から5.6％へと上
昇した。失業率は3.2％，物価上昇率は1.6％にとどまった。
　2012年の経済成長を支えたのは，堅調な内需である。総資本形成は19.9％増で，
民間による固定資本形成は国内市場向け製造業，通信，不動産，石油・ガスへと
向かい，22.0％増，政府による固定資本形成は ETPの重点分野でもある運輸，電
気・ガス・水道，石油・ガス，コミュニケーションに牽引され，17.1％と大きく
伸びた。一次産業と製造業およびサービス業で認可された民間投資162億リンギ
のうち，国内投資の割合は78％となった。なお，認可された民間投資のうち，
サービスセクターは72.4％，製造業への投資は25.2％となり，サービス業に牽引
される経済への移行を印象づけた。製造業では，輸送設備，化学製品，石油製品
が主な分野となり，従来主流だった電子・電気機器のシェアは下がった。民間消
費は，低い失業率と物価上昇率，政府による中下層向けの手当て給付などによっ
て，7.7％の成長となった。また公共セクターによる消費は 5％の成長となった。
　サプライサイドでは，不動産価格の上昇，政府によるエントリーポイント・プ
ロジェクト（Entry Point Project：EPP）や地方インフラ整備の恩恵を受けた建設業
が18.5％の伸びとなった。製造業は4.8％増，サービス業は6.4％増で，なかでも，
保険（15.8％），行政サービス（9.6％），コミュニケーション（9.1％），不動産および
ビジネスサービス（7.1％），小売り（6.1％）の成長が顕著だった。鉱業は天然ガス
に牽引され1.4％，農業はパーム油の価格低迷もあり，0.8％の成長にとどまった。
　貿易額は，輸出が0.6％増の7022億リンギ，輸入が5.9％増の6074億リンギで，
貿易収支は948億リンギとなった。主な輸出品目は，電子・電気機器および部品
（輸出総額の36.5％，以下カッコ内同じ），液化天然ガス（7.9％），パーム油および
関連製品（7.6％），石油製品（7.5％），化学製品（6.7％）で，主な輸出相手国は，シ
ンガポール（13.6％），中国（12.6％），日本（11.8％），EU（8.8％），アメリカ（8.7％）
だった。主な輸入品目は，電子・電気機器（輸入総額の28.8％），機械および機
器・部品 （同8.7％），化学製品（同8.6％）で，輸入額のうち，61.4％が中間材（前年
比3.4％減），15.9％が資本財関連品（同20.5％増），消費材は7.5％（同11.6％増）だっ
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た。なお，大幅に増加した資本財輸入の主なものは，航空機，乗用車，客車，通
信設備などであった。主な輸入相手国は，中国（輸入総額の15.1％），シンガポー
ル（同13.3％），EU（同10.8％），日本（同10.3％），アメリカ（同8.1％）だった。
　外国直接投資（FDI）認可額は，291億リンギだった（2011年は366億リンギ）。セ
クター別割合は製造業が58.2％，サービス業が28％，鉱業が12.8％で，国別では，
28億リンギの日本に，サウジアラビア（26億リンギ），シンガポール（22億リンギ），
中国（19億リンギ）が続いた。

新経済モデルに向けた動き
　ナジブ政権が命運をかけて2010年に発表した新経済モデル（NEM）に向けた取
り組みが，継続している。民間セクターの活性化，労働の質向上，環境および財
政の両面で持続可能な成長，下層40％の能力構築などによって，2020年までに高
所得国家入りすることを謳った NEMのロードマップとして制定された ETPは，
経済の高度化にとってインパクトのある個別プロジェクトへの支援にくわえ，構
造改革も企図している。
　プロジェクト・アプローチとしては，戦略的投資案件として39の EPPが発表
された。前年までの EPPでは，政府系企業による投資が大半を占めており，分
野では石油・ガスへの投資が主流だったが，2012年は民間によるビジネスサービ
スや医療，農業分野のプロジェクトが多数を占めた。このほか，クアラルンプー
ル再開発として，MRT各線の敷設や運営が，日本，ドイツ，マレーシアの企業
によって落札された。
　また，アブドゥラ・バダウィ前政権期に策定された地域経済振興政策の下で開
設された地域経済回廊の充実も進んでいる。ジョホール州のイスカンダール・マ
レーシアでは石油精製・加工化学や観光，ペナン州など半島部西海岸地域をカ
バーする北部回廊経済地域（Northern Corridor Economic Region）では農業や水産業，
サバ開発回廊（Sabah Development Corridor）ではエネルギーや農水産業への投資が
発表された。このほかにも，半島部東海岸を対象とする東海岸経済地域（East 
Coast Economic Region）やサラワク再生可能エネルギー回廊（Sarawak Corridor of 
Renewable Energy）の成長が期待されている。
　ETPは個別のプロジェクトの支援だけでなく，競争の促進と自由化，経済格
差の縮小，財政改革などの構造改革イニシアティブ（Structural Reform Initiatives：
SRIs）も掲げている。2011年に自由化が発表された17のサービスセクターのうち，
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法律サービス，専門医，歯科医，インターナショナルスクール，私立大学，通信
の 6分野が自由化された。他方で，経営不振が続く国産車メーカー，プロトンを
抱える自動車分野では，外国メーカーからの自由化要請にもかかわらず，国家自
動車政策（National Automotive Policy：NAP）の見直しには時間がかかっている。
DRBハイコム社の小会社となり，ホンダと業務提携に向けた協議を開始したプ
ロトン社の動向が，NAP見直しの鍵を握っている。
　同じく SRIsに掲げられる経済格差の縮小として，ブミプトラ中小企業への支
援が進められた。NEM発表時，ナジブ首相は優遇政策の基準を民族から所得水
準へと転換するという大胆なメッセージを発した。しかし，MRT延長プロジェ
クトの45％をブミプトラ企業が受注していることに示されるように，公共事業や
民営化事業のブミプトラへの割り当ての慣行は継続している。業績のよいブミプ
トラ中小企業（High-Performing Bumiputera SMEs）を指定し，優先的に政府プロ
ジェクトを割り当てるといった試みもあるものの， 2年前に発表された大胆な方
針転換は，概して骨抜きにされたといえる。
　財政改革の分野では，GDP比54％に上る政府累積債務と4.5％の財政赤字削減
が課題とされたが，2013年度予算は歳出が過去最高の2486億リンギ，歳入が2086
億リンギとなった。経済成長率は4.5～5.5％と予測され，財政赤字は4.0％まで減
少するという見通しが示されている。経済分野では，国内の投資促進措置として，
農業を中心とした EPPや国内投資向けファンドの創設，ガス・石油セクターに
おける所得税の10％控除などが予定されている。他方で，「国民の福祉向上」と
いう予算のタイトルにも示されるように，2012年度予算では，中下層向けの分配
が目立った。月収3000リンギ以下の世帯への500リンギの手当て支給（Bantuan 
Rakyat 1Malaysia：BR1M）や，月収3000～ 5万リンギの場合に所得税 1％削減，
都市部中間層向けの低コスト住宅建設などが目玉となっている。他方で，財政健
全化に不可欠とされる燃料および食料の補助金削減や物品サービス税の導入は進
まず，選挙に向けた思惑が財政改革イニシアティブを圧倒した。

高所得経済に向けた雇用政策の見直し
　2011年，SRIsの一環として，労働法の近代化，労働のスキル・質向上，失業
保険導入によるセイフティネット拡充を含む「人材開発構造改革イニシアティ
ブ」（Human Capital Development’s Structural Restructuring Initiatives）が策定された。
2012年はその具体的な取り組みとして，（1）法定最低賃金の導入，（2）民間セク
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ターの定年引き上げ，（3）社会保障の拡充が目標とされた。
　2011年 7月，マレーシア労働組合連合（Malaysian Trades Union Congress：
MTUC）と経営者連盟（Malaysian Employer’s Federation：MEF）などのビジネス団体
および政府からなる賃金諮問委員会（National Wage Advisory Council）が設置され，
法定最低賃金制の導入に向けた提言作りがはじまった。委員会では，労働集約的
産業における生産性低下や SMEsへの影響を理由として最低賃金制の導入に反対
する経営者側と，最低賃金の早期実施を求める労働者側が対立した。交渉の結果，
（1）半島部で月額900リンギ（もしくは時給4.33リンギ），サバ・サラワク・ラブア
ンで同800リンギ（もしくは時給3.85リンギ） の最低賃金が，メイドなどの家庭内
労働者や試用期間の者を除くすべての労働者に国籍にかかわらず適用する，（2）
最低賃金の実施が困難な経営者は諮問委員会に延期を申請することができるとし
た内容を盛り込む「2012年最低賃金令」（Minimum Wages Order 2012）が公表され，
発効は2013年 1月 1日と定められた。
　半島部の最低賃金900リンギは，MTUCが1990年代末から要求していた額であ
り，この間の物価上昇を考慮すれば必ずしも十分とはいえない。しかし，33％の
労働者の所得が月額700リンギ以下という現状からすれば，少なくとも下層グ
ループにとっては前進といえる。また，金額にかかわらず，法定最低賃金が法制
化されたことの意義も大きい。
　他方で，具体的な実施方法をめぐっては （1）最低賃金適用後の基本給とは別に
手当てやボーナスが支給されうるか，（2）外国人労働者の雇用税や住宅手当を最
低賃金から控除しうるかの 2点について，諮問委員会における経営者側と労働者
側の駆け引きが続いている。民間セクターからの圧力を受けて，政府が SMEsに
よる最低賃金実施猶予申請に対して柔軟な対応を取っていることで，労働者の不
信感が強まりつつあるものの，今後も諮問委員会での協議を軸に新たな雇用政策
に関する合意が作られてゆくものとみられる。
　民間セクターの定年は，これまで，被用者積立基金（Employees Provident Fund）
の積み立て引き出し可能年齢である55歳が慣行とされてきた。 9月，政府は，最
低定年法（Minimum Retirement Age Act）を制定し，臨時職員や契約職員，非市民，
メイドを除く民間セクター被用者の定年を60歳とした。ただし，最低賃金と定年
引き上げの導入による人件費増加を危惧した経営者側からの要請もあり，2013年
1月に予定されていた実施は延期されている。
　社会保障の拡充分野では，老齢者の貧困が問題となっていることに対応し，国
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内の 8民間銀行提供による税金控除の対象となる個人年金スキームが導入された。
また，SMEsの強い反対はあるものの，失業保険の導入の検討もはじまった。

対 外 関 係

ASEAN諸国および中国との関係
　周辺国との善隣外交は2012年も継続した。シンガポールとは両国政府系投資企
業の合弁によるマレーシア国営マレー鉄道（Keretapi Tanah Melayu Bhd）所有地の
共同開発や，イスカンダール・マレーシアにおける製造業分野での協力などが進
められた。また，マレーシアが仲介したミンダナオ和平に関する「枠組み合意」
が成立したのを受け，ブルネイ，インドネシア，マレーシア，フィリピンからな
る東 ASEAN成長地域における経済協力が視野に入ってきている。他方で，イン
ドネシアとは，インドネシア人メイドのマレーシアへの派遣をめぐり，調整が続
けられた。ジャカルタのマレーシア大使館前でデモが起きるなど，悪化している
といわれる両国の国民感情の改善の必要も，政府間で確認された。
　中国とは， 4月に欽州工業団地を共同開設したのに続き， 5月には，パハン州
クアンタンに姉妹団地を設置することが決定した。他方で，南沙諸島（スプラト
リー諸島）問題は依然として懸案事項となっている。 7月に行われた ASEAN外
相会議では，紛争解決メカニズムを有し，強い法的拘束力をもつ「南シナ海行動
規範」の起草を目指したベトナムやフィリピンに対して，マレーシアは，領有権
をめぐる紛争を解決する法的文書としての「行動規範」の策定には難色を示し，
国連海洋法条約（UNCLOS）による解決を重視するという立場をとった。「行動規
範」の拘束力をできるだけ抑えたい中国に配慮しつつ，多国間枠組みによる解決
を目指したものとみられる。

日本・アメリカとの関係
　環太平洋経済連携協定（TPP）や海洋法秩序の維持をめぐり，アメリカとの良好
な関係も続いている。TPPについては，知的所有権や製薬をめぐる意見の相違が
あるものの，マレーシアによる知的所有権保護の取り組みを評価したアメリカが，
スペシャル301条の適用からマレーシアを除外するといった動きもみられた。ま
た， 4月に行われたアメリカとフィリピンによる軍事演習にもマレーシアが一部
参加しており，南シナ海における両国の共通の利益が確認された。
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　日本とは，1982年にはじまったルック・イーストポリシーの30周年を記念する
事業が行われ，マレーシア日本国際工科院（Malaysia-Japan International Institute of 
Technology）も設立された。ナジブ首相は，環境マネージメント，省エネ・グリー
ンテクノロジー，医療，教育，観光分野における協力という観点から，二国間関
係の深化を目指している。

2013年の課題
　低賃金労働に依存した輸出志向型経済と，BNを中心とする民族政党間の交渉
と取引の政治という，20世紀マレーシアの安定と成長を支えたシステムが限界を
迎えており，イノベーションと高生産性に牽引される経済への転換，および，よ
り多元的で自由な政治の実現が課題であるという点については，議論の余地はな
い。2008年総選挙とそれに続く社会運動の高まりに直面したナジブは，自らを政
治・経済体制の改革者と位置づけ，政治制度と経済構造改革に精力的に取り組ん
できた。ただし，マハティール政権期にビルトインされた既得権グループや政権
内のマレー人保守勢力の影響力は強く，改革は漸進的である。野党勢力は，ナジ
ブによる改革を既存体制の温存とみなし，「変革」（Ubah）をスローガンに，連邦
レベルでの政権交代，ECや司法をはじめとする国家機構の改革，民族別の政治
の終焉を訴え，都市部中間層や若年層，華人の取り込みを進めている。
　苛烈をきわめるであろう2013年総選挙の向こうに，政治経済体制の刷新があり
うるのかどうかは，未知数である。まず，「変革」を結節点として集合する野党
連合およびそれと共闘する社会運動グループは，一枚岩ではない。PRには，イ
スラーム法の地位や内閣ポストをめぐる政党間の対立がある。さらに，「政権交
代」や「政治の自由化」といった総論レベルでの合意とは裏腹に，ライナス社を
はじめとする個別の争点については，意見の相違も目立つ。
　また，PRにかぎらず，政党政治全般が，スキャンダル暴露や，リーダーの
パーソナリティへの攻撃に終始し，与野党が共通して目標とする高所得経済への
転換をもたらしうる政策について，議論が充分に深まっていない。たとえば，最
低賃金導入が労働生産性の向上をもたらすような仕組みや，EPPの下で広がる新
分野の産業で高い付加価値をもたらすことのできる人材育成プログラムが明らか
にされなければ，一連の雇用政策改革や投資促進措置は，単に人件費上昇と政府
債務の拡大をもたらして終わるかもしれない。
　デモや行進といった実力行使の広まりや，与野党とその支持者の間で分断され
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政治経済体制の刷新をめぐる闘争と変革の兆し

たメディアによって，政治空間における言語が討論のためのそれではなく，もっ
ぱら敵対勢力を攻撃するためのそれになっていることも，政策論争を妨げている。
BNと PRのいずれが政権を獲得しようと，政治と金をめぐるスキャンダルの淵
源となっている政府および政府系企業の役割や，討論の場であるはずの議会やメ
ディアのあり方に切り込まなければ，政治経済体制の刷新は実現しないだろう。

（福岡女子大学講師）
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1 月 1 日 ▼競争法（Competition Act）発効。

▼スルタン・イドリス教育大学で，大学・
大学カレッジ法廃止を求める学生デモ。
5 日 ▼リー・シンガポール首相，来訪。
6 日 ▼高等裁判所，イギリス在住マレーシ

ア人の在外投票権を求める訴えを棄却。
9 日 ▼高等裁判所，アンワル野党リーダー

の異常性行為裁判で無罪判決。

▼ナジブ首相，南アフリカ訪問。
12日 ▼ペナン州知事・行政評議会委員，資

産を公開。
14日 ▼首相，ナショナル・フィードロット
社（NFC）の資産凍結を発表。
16日 ▼ペトロナスとシェル，原油増進回収

（EOR）のジョイントベンチャー合意発表。

▼政府投資会社カザナ，プロトン社株を
DRBハイコム社に売却。
18日 ▼汚職対策局，閣僚およびその家族の

資産公開を提案。
20日 ▼検察，アンワルの無罪判決を不服と
して，控訴。
27日 ▼政府，インドネシアと国境侵犯の漁
船の処遇に関する覚書署名。
2 月 1 日 ▼原子力免許委員会（AELB），オー
ストラリアのライナス社に対し，条件付きで
一時操業免許の発行を決定。
8 日 ▼首相，インド文化センター建設を発

表。
9 日 ▼カザナと国営持株会社（PNB），10事

業の民営化を発表。
14日 ▼汎マレーシア・イスラーム党（PAS）
ウラマ評議会，アンワルの「イスラエルの安
全を守る取り組みを支持する」とする発言の
撤回を要求。
17日 ▼パハン州住民，ライナス社のレア

アース精製加工工場建設への一時免許に対す

る司法審査請求。
20日 ▼インラック・タイ首相，来訪。
22日 ▼選挙管理委員会，ジャーナリストの

在外投票許可を発表。

▼ライナス社のレアアース工場に対する独
立の監視機構設置。
24日 ▼控訴院，扇動法を違憲とする訴えを

棄却。
26日 ▼各地でライナス社に反対する Him-

punan Hijauによるデモ発生。
27日 ▼首相，汚職対策局による閣僚の資産

公開文書へのアクセスを認めると発表。
3 月 5 日 ▼ PAS，クダ州知事を監視する委員
会の設置を発表。
8 日 ▼公務員給与， 7～13％引き上げ。
11日 ▼ NFC疑惑のシャハリザット女性・

家族・コミュニティ開発相，辞任を発表。
12日 ▼政府，インドと刑事事項に関する協
定締結。
13日 ▼中央銀行，香港の中央銀行と，債券

取引・決済システムを試験稼働開始。
16日 ▼政府，ライナス社のレアアース工場

に関する超党派の議会特別委員会設置を決定。
21日 ▼中央銀行，即時グロス決済の対象に

人民元を追加。
22日 ▼首相， 1Malaysiaバイオマス代替エ

ネルギー戦略発表。
23日 ▼ペトロナス，アメリカによる制裁に
あわせ，イランからの原油輸入停止。
25日 ▼華語学校関係者，華語学校の教員不

足を不満とする集会開催。
28日 ▼首相および 4閣僚，ミャンマー訪問。
4 月 1 日 ▼首相，中国訪問。温家宝首相と欽
州工業団地竣工式に参加。
2 日 ▼子どもの権利条約選択議定書批准。
3 日 ▼下院，選挙改革のための議会特別委

重要日誌 マレーシア　2012年
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員会の最終報告書を可決。
5 日 ▼ AELB，ライナス社への一時操業免

許を停止。
12日 ▼キャメロン英首相，来訪。

▼「クリーンで公正な選挙を求める連合」
（Bersih），40万人分の疑わしい有権者登録が
あると主張。
16日 ▼高等教育基金公社（PTPTN）の奨学
金制度廃止を求める学生による独立広場座り
込み。
18日 ▼ナザルバエフ・カザフスタン大統領，

来訪。
20日 ▼下院，国内治安法廃止，治安違反

（特別措置）法案，大学・大学カレッジ法改正
法案，印刷機・印刷物法改正法案可決。
27日 ▼裁判所，Bersih3.0に先立ち，独立広

場への立ち入り禁止命令。
28日 ▼自由で公正な選挙を求める Bersih 
3.0開催。
29日 ▼国際貿易産業大臣，オマーン訪問。
30日 ▼首相，最低賃金発表。
5 月 1 日 ▼ PAS党首，野党が連邦政府を構
成した場合，イスラームは国教ではなく，
「生き方」となると談。

▼アメリカ，スペシャル301条の適用から
マレーシアを除外。
6 日 ▼首相，欽州工業団地の姉妹団地をク

アンタンに建設することを発表。
7 日 ▼副首相，オマーン訪問。
8 日 ▼首相，FELDA居住者への一時金 1

万5000リンギ 配布を発表。 
9 日 ▼選挙違反法案，政党代理人による投

票所への立ち入りを禁じた規定への反対を受
けて，上院への上程前に撤回。

▼ペナン州議会，地方政府選挙法案可決。
10日 ▼首相，イスラーム金融を資金源とす

る，業績のよいブミプトラ中小企業向けの市

場化基金設置。
20日 ▼首相，アメリカ訪問。ビジネスリー

ダーとの会談。
22日 ▼マレーシア・オーストラリア FTA

署名。

▼アンワル野党リーダーら，平和集会法違
反で有罪判決。

▼政府，Bersih3.0のリーダーらを，平和集
会法違反および公有財産損壊で起訴。
29日 ▼スランゴール州宗教局，「アッラー：

自由と愛」のマレー語訳を押収。
30日 ▼マケイン米上院議員ら来訪。

▼野党連合人民連盟（PR），30％のブミプ
トラ割当を廃止し，所得4000リンギ 以下の世帯を
対象とする割当へのシフトを提案。
31日 ▼汚職対策局，シャハリザット前女
性・家族・コミュニティ開発相の NFCへ関
与を否定。
6 月 1 日 ▼ マレーシア日本国際工科院
（MJIIT）開設。
3 日 ▼インドネシア人メイド渡航再開。
4 日 ▼保健省，自殺防止計画を発表。
6 日 ▼政府，放送局による政見放送の時間

を与野党で平等にすると発表。
8 日 ▼アハマドザヒド防衛相，パネッタ米

国防長官と会談。
9 日 ▼失業保険導入に関する政労使協議開

始。
12日 ▼人的資源相，失業保険導入延期を発

表。

▼副首相，韓国訪問。ICT，再生可能エネ
ルギー分野での協力について協議。
15日 ▼政府，中国とクアンタン工業団地建

設について合意。
19日 ▼下院，ライナス社への一時操業免許
交付を認める議会特別委員会報告書を承認。
27日 ▼コンデ・ギニア大統領，来訪。
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28日 ▼ FELDA Global Ventures上場。年内
では世界で 2番目に大きい新規公開。
7 月 2 日 ▼副首相，インドネシア訪問。
3 日 ▼首相，10億リン

ギ の国内投資戦略基金設
置。
10日 ▼首相特使，モルシ・エジプト大統領
と会談。
11日 ▼首相，扇動法廃止と国家調和法立法
を約束。
12日 ▼中小企業マスタープラン発表。
13日 ▼サイド・モクタールのシーポート社，
ペナン港民営化事業受注。
16日 ▼最低賃金令，官報に掲載。
19日 ▼個人年金スキーム発表。

▼スランゴール州における浄水供給に関す
る内閣委員会設置。
24日 ▼高等裁判所，Bersih 2.0を非合法組
織とした内務省決定を無効化。
28日 ▼統一マレー国民組織（UMNO）最高

評議会メンバーのラジム，副住宅・地方政府
相を辞任。
30日 ▼ 1Malaysia Development社，金融・

貿易センタートゥン・ラザク・センター開所
発表。
8 月 2 日 ▼ラフィジ人民正義党（PKR）戦略
ディレクター，NFC社の内部文書を漏洩し
たとして逮捕，有罪判決。
4 日 ▼政府，石油のロイヤルティに関する

特別委員会の設置発表。
9 日 ▼公務員に半月分のボーナス給付。
11日 ▼政府，サバ州不法移民への市民権付
与に関する王立調査委員会設置を発表。
13日 ▼汚職対策局の独立委員会，閣僚およ
び州知事の親族による政府調達入札禁止を提
案。
14日 ▼ウェブサイトの所有者と示された者
を実際の所有者とする証拠法114A条改正へ

の反対運動。
15日 ▼首相，証拠法見直しを閣議で命令。
17日 ▼国内治安法拘留者12人釈放。
27日 ▼ノルウェーと水産養殖に関する協力

に署名。
30日 ▼ Bersihリーダーらによる独立記念
日前日の集会。
31日 ▼南タイで，マレーシア国旗の掲揚。
9 月 3 日 ▼環境裁判所設置。
4 日 ▼ボルキア・ブルネイ国王，来訪。
5 日 ▼ AELB，ライナス社に 2年間の一時

操業免許付与を決定。
6 日 ▼中央銀行，政策金利 3％維持。
9 日 ▼シンガポール労働法改正。18歳以上

のマレーシア人に労働許可。ただし，サバ・
サラワクの先住民族は35歳以上。
10日 ▼政府，Langat 2浄水場の一般競争

入札開始を発表。

▼控訴院，ライナス社の一時操業免許無効
化を求める住民の訴えを棄却。
12日 ▼交通違反自動取締システム（AES）稼

働。
14日 ▼独シーメンスなど 5社，スンガイブ
ロー・カジャンMRT（大量高速輸送機関）落
札。
16日 ▼ PR，石油のロイヤルティ引き上げ
などを含む「サラワク宣言」発表。
19日 ▼結社登録官，外国からの資金提供に

ついて人権団体スアラムを捜査。
21日 ▼映画「イノセンス・オブ・ムスリ
ム」に対する抗議集会。

▼副首相，訪中。南シナ海における地域的
行動規範の実施を要請。
26日 ▼ PRの代替予算案発表。
28日 ▼2013年度予算上程。
29日 ▼マレー人民運動党（グラカン）党大会

開催。
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▼砂糖の補助金， 1 kgにつき20セ　　ン削減。

10月 6 日 ▼首相，補助金削減スキームの作成
発表。

▼政府，タイと国境をまたぐ犯罪取締の協
力のための覚書署名。
7 日 ▼マレーシアの仲介によるミンダナオ

和平に関する「枠組み合意」締結。
8 日 ▼スラポン・タイ外相，来訪。
10日 ▼ルックイースト・ポリシーに関する
セミナー開催。

▼政府，スリランカと石油・ガス分野での
協力推進のための覚書に署名。
12日 ▼政府，パーム油の輸出税を23％から

4.5～8.5％に引き下げ。
19日 ▼ UMNO，与党連合国民戦線（BN）候
補者への妨害活動をした党員に対する懲戒の
ガイドラインを制定。
20日 ▼マレーシア華人協会（MCA），党大

会開催。
21日 ▼法相と法務長官，麻薬犯罪者に対す
る死刑制度廃止を提案。
22日 ▼孟建柱中国公安相，来訪。越境犯罪
について協議。

▼三菱重工，スンガイブロー・カジャン
MRTの鉄道敷設工事受注。
25日 ▼ PKR，製材業者からサバ州知事へ
の政治献金疑惑について，中央銀行に報告。
26日 ▼バトゥ・ケイヴズ近隣のコンドミニ

アム建設に反対する集会。
28日 ▼マレーシア人 2人，テロ活動への関
与のため，レバノンで逮捕。
29日 ▼プロトン，ホンダと提携協議入り。
11月 1 日 ▼ペナン州議会，議員の党籍変更を
禁止。
2 日 ▼スランゴール州宗教局，非合法組織

アル・アルカムの活動に関わったとされる15
人を拘留，起訴。

3 日 ▼ PRによる集会（People’s uprising as-
sembly）開催。
4 日 ▼首相，ASEMサミット出席のため

ラオス訪問。
5 日 ▼政府，EUと FTA交渉開始で合意。
8 日 ▼人的資源相，60歳定年の実施延期を

発表。

▼高等裁判所，ライナス社への一時操業免
許無効化を求める住人の訴えを棄却。

▼中央銀行，政策金利を据置。
15日 ▼ PAS党大会開催。

▼法律・医療・私立大学・通信など 6分野
の自由化を発表。
18日 ▼ ASEAN人権宣言に署名。
21日 ▼カー・オーストラリア外相，マレー

シアによる選挙には介入しないと明言。
25日 ▼ Himpunan Hijau，ライナス社に反対
する行進。
27日 ▼ UMNO党大会開催。
30日 ▼ライナス社，操業開始。
12月 2 日 ▼人民進歩党（PPP），党大会開催。
3 日 ▼空軍，フランスからユーロコプター

2機購入。
7 日 ▼ペトロナス，カナダ石油会社プログ

レス社を買収。
9 日 ▼マレーシア・インド人会議（MIC），

党大会開催。
12日 ▼クランタン州政府，男女別のヘアサ
ロンサービス提供に関する政令の実施を延期。
15日 ▼民主行動党（DAP），党大会開催。
18日 ▼インドネシア大統領，来訪。メイド
問題，投資・貿易協力について協議。
19日 ▼ AESによる違反者の公判の凍結。
20日 ▼首相，インド訪問。シン・インド首
相と会談。インド・ASEAN首脳会議に参加。
21日 ▼ナジブ BN党首，BN候補者に対す
る汚職対策局のチェックを義務付け。
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5 日 ▼リー・シンガポール首相，来訪。
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9 日 ▼高等裁判所，アンワル野党リーダー
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▼ナジブ首相，南アフリカ訪問。
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16日 ▼ペトロナスとシェル，原油増進回収

（EOR）のジョイントベンチャー合意発表。

▼政府投資会社カザナ，プロトン社株を
DRBハイコム社に売却。
18日 ▼汚職対策局，閣僚およびその家族の
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20日 ▼検察，アンワルの無罪判決を不服と
して，控訴。
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船の処遇に関する覚書署名。
2 月 1 日 ▼原子力免許委員会（AELB），オー
ストラリアのライナス社に対し，条件付きで
一時操業免許の発行を決定。
8 日 ▼首相，インド文化センター建設を発

表。
9 日 ▼カザナと国営持株会社（PNB），10事

業の民営化を発表。
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全を守る取り組みを支持する」とする発言の
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17日 ▼パハン州住民，ライナス社のレア
アース精製加工工場建設への一時免許に対す
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22日 ▼選挙管理委員会，ジャーナリストの
在外投票許可を発表。

▼ライナス社のレアアース工場に対する独
立の監視機構設置。
24日 ▼控訴院，扇動法を違憲とする訴えを
棄却。
26日 ▼各地でライナス社に反対する Him-

punan Hijauによるデモ発生。
27日 ▼首相，汚職対策局による閣僚の資産

公開文書へのアクセスを認めると発表。
3 月 5 日 ▼ PAS，クダ州知事を監視する委員
会の設置を発表。
8 日 ▼公務員給与， 7～13％引き上げ。
11日 ▼ NFC疑惑のシャハリザット女性・
家族・コミュニティ開発相，辞任を発表。
12日 ▼政府，インドと刑事事項に関する協
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13日 ▼中央銀行，香港の中央銀行と，債券
取引・決済システムを試験稼働開始。
16日 ▼政府，ライナス社のレアアース工場

に関する超党派の議会特別委員会設置を決定。
21日 ▼中央銀行，即時グロス決済の対象に
人民元を追加。
22日 ▼首相， 1Malaysiaバイオマス代替エ
ネルギー戦略発表。
23日 ▼ペトロナス，アメリカによる制裁に

あわせ，イランからの原油輸入停止。
25日 ▼華語学校関係者，華語学校の教員不
足を不満とする集会開催。
28日 ▼首相および 4閣僚，ミャンマー訪問。
4 月 1 日 ▼首相，中国訪問。温家宝首相と欽
州工業団地竣工式に参加。
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3 日 ▼下院，選挙改革のための議会特別委
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員会の最終報告書を可決。
5 日 ▼ AELB，ライナス社への一時操業免

許を停止。
12日 ▼キャメロン英首相，来訪。

▼「クリーンで公正な選挙を求める連合」
（Bersih），40万人分の疑わしい有権者登録が
あると主張。
16日 ▼高等教育基金公社（PTPTN）の奨学

金制度廃止を求める学生による独立広場座り
込み。
18日 ▼ナザルバエフ・カザフスタン大統領，
来訪。
20日 ▼下院，国内治安法廃止，治安違反

（特別措置）法案，大学・大学カレッジ法改正
法案，印刷機・印刷物法改正法案可決。
27日 ▼裁判所，Bersih3.0に先立ち，独立広
場への立ち入り禁止命令。
28日 ▼自由で公正な選挙を求める Bersih 
3.0開催。
29日 ▼国際貿易産業大臣，オマーン訪問。
30日 ▼首相，最低賃金発表。
5 月 1 日 ▼ PAS党首，野党が連邦政府を構
成した場合，イスラームは国教ではなく，
「生き方」となると談。

▼アメリカ，スペシャル301条の適用から
マレーシアを除外。
6 日 ▼首相，欽州工業団地の姉妹団地をク

アンタンに建設することを発表。
7 日 ▼副首相，オマーン訪問。
8 日 ▼首相，FELDA居住者への一時金 1

万5000リンギ 配布を発表。 
9 日 ▼選挙違反法案，政党代理人による投

票所への立ち入りを禁じた規定への反対を受
けて，上院への上程前に撤回。

▼ペナン州議会，地方政府選挙法案可決。
10日 ▼首相，イスラーム金融を資金源とす
る，業績のよいブミプトラ中小企業向けの市

場化基金設置。
20日 ▼首相，アメリカ訪問。ビジネスリー

ダーとの会談。
22日 ▼マレーシア・オーストラリア FTA

署名。

▼アンワル野党リーダーら，平和集会法違
反で有罪判決。

▼政府，Bersih3.0のリーダーらを，平和集
会法違反および公有財産損壊で起訴。
29日 ▼スランゴール州宗教局，「アッラー：
自由と愛」のマレー語訳を押収。
30日 ▼マケイン米上院議員ら来訪。

▼野党連合人民連盟（PR），30％のブミプ
トラ割当を廃止し，所得4000リンギ 以下の世帯を
対象とする割当へのシフトを提案。
31日 ▼汚職対策局，シャハリザット前女
性・家族・コミュニティ開発相の NFCへ関
与を否定。
6 月 1 日 ▼ マレーシア日本国際工科院
（MJIIT）開設。
3 日 ▼インドネシア人メイド渡航再開。
4 日 ▼保健省，自殺防止計画を発表。
6 日 ▼政府，放送局による政見放送の時間

を与野党で平等にすると発表。
8 日 ▼アハマドザヒド防衛相，パネッタ米

国防長官と会談。
9 日 ▼失業保険導入に関する政労使協議開

始。
12日 ▼人的資源相，失業保険導入延期を発

表。

▼副首相，韓国訪問。ICT，再生可能エネ
ルギー分野での協力について協議。
15日 ▼政府，中国とクアンタン工業団地建

設について合意。
19日 ▼下院，ライナス社への一時操業免許

交付を認める議会特別委員会報告書を承認。
27日 ▼コンデ・ギニア大統領，来訪。
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28日 ▼ FELDA Global Ventures上場。年内
では世界で 2番目に大きい新規公開。
7 月 2 日 ▼副首相，インドネシア訪問。
3 日 ▼首相，10億リン

ギ の国内投資戦略基金設
置。
10日 ▼首相特使，モルシ・エジプト大統領
と会談。
11日 ▼首相，扇動法廃止と国家調和法立法
を約束。
12日 ▼中小企業マスタープラン発表。
13日 ▼サイド・モクタールのシーポート社，
ペナン港民営化事業受注。
16日 ▼最低賃金令，官報に掲載。
19日 ▼個人年金スキーム発表。

▼スランゴール州における浄水供給に関す
る内閣委員会設置。
24日 ▼高等裁判所，Bersih 2.0を非合法組
織とした内務省決定を無効化。
28日 ▼統一マレー国民組織（UMNO）最高

評議会メンバーのラジム，副住宅・地方政府
相を辞任。
30日 ▼ 1Malaysia Development社，金融・
貿易センタートゥン・ラザク・センター開所
発表。
8 月 2 日 ▼ラフィジ人民正義党（PKR）戦略
ディレクター，NFC社の内部文書を漏洩し
たとして逮捕，有罪判決。
4 日 ▼政府，石油のロイヤルティに関する

特別委員会の設置発表。
9 日 ▼公務員に半月分のボーナス給付。
11日 ▼政府，サバ州不法移民への市民権付
与に関する王立調査委員会設置を発表。
13日 ▼汚職対策局の独立委員会，閣僚およ
び州知事の親族による政府調達入札禁止を提
案。
14日 ▼ウェブサイトの所有者と示された者

を実際の所有者とする証拠法114A条改正へ

の反対運動。
15日 ▼首相，証拠法見直しを閣議で命令。
17日 ▼国内治安法拘留者12人釈放。
27日 ▼ノルウェーと水産養殖に関する協力

に署名。
30日 ▼ Bersihリーダーらによる独立記念

日前日の集会。
31日 ▼南タイで，マレーシア国旗の掲揚。
9 月 3 日 ▼環境裁判所設置。
4 日 ▼ボルキア・ブルネイ国王，来訪。
5 日 ▼ AELB，ライナス社に 2年間の一時

操業免許付与を決定。
6 日 ▼中央銀行，政策金利 3％維持。
9 日 ▼シンガポール労働法改正。18歳以上

のマレーシア人に労働許可。ただし，サバ・
サラワクの先住民族は35歳以上。
10日 ▼政府，Langat 2浄水場の一般競争

入札開始を発表。

▼控訴院，ライナス社の一時操業免許無効
化を求める住民の訴えを棄却。
12日 ▼交通違反自動取締システム（AES）稼

働。
14日 ▼独シーメンスなど 5社，スンガイブ
ロー・カジャンMRT（大量高速輸送機関）落
札。
16日 ▼ PR，石油のロイヤルティ引き上げ

などを含む「サラワク宣言」発表。
19日 ▼結社登録官，外国からの資金提供に

ついて人権団体スアラムを捜査。
21日 ▼映画「イノセンス・オブ・ムスリ

ム」に対する抗議集会。

▼副首相，訪中。南シナ海における地域的
行動規範の実施を要請。
26日 ▼ PRの代替予算案発表。
28日 ▼2013年度予算上程。
29日 ▼マレー人民運動党（グラカン）党大会
開催。
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▼砂糖の補助金， 1 kgにつき20セ　　ン削減。

10月 6 日 ▼首相，補助金削減スキームの作成
発表。

▼政府，タイと国境をまたぐ犯罪取締の協
力のための覚書署名。
7 日 ▼マレーシアの仲介によるミンダナオ

和平に関する「枠組み合意」締結。
8 日 ▼スラポン・タイ外相，来訪。
10日 ▼ルックイースト・ポリシーに関する

セミナー開催。

▼政府，スリランカと石油・ガス分野での
協力推進のための覚書に署名。
12日 ▼政府，パーム油の輸出税を23％から
4.5～8.5％に引き下げ。
19日 ▼ UMNO，与党連合国民戦線（BN）候

補者への妨害活動をした党員に対する懲戒の
ガイドラインを制定。
20日 ▼マレーシア華人協会（MCA），党大

会開催。
21日 ▼法相と法務長官，麻薬犯罪者に対す
る死刑制度廃止を提案。
22日 ▼孟建柱中国公安相，来訪。越境犯罪
について協議。

▼三菱重工，スンガイブロー・カジャン
MRTの鉄道敷設工事受注。
25日 ▼ PKR，製材業者からサバ州知事へ
の政治献金疑惑について，中央銀行に報告。
26日 ▼バトゥ・ケイヴズ近隣のコンドミニ

アム建設に反対する集会。
28日 ▼マレーシア人 2人，テロ活動への関
与のため，レバノンで逮捕。
29日 ▼プロトン，ホンダと提携協議入り。
11月 1 日 ▼ペナン州議会，議員の党籍変更を
禁止。
2 日 ▼スランゴール州宗教局，非合法組織

アル・アルカムの活動に関わったとされる15
人を拘留，起訴。

3 日 ▼ PRによる集会（People’s uprising as-
sembly）開催。
4 日 ▼首相，ASEMサミット出席のため

ラオス訪問。
5 日 ▼政府，EUと FTA交渉開始で合意。
8 日 ▼人的資源相，60歳定年の実施延期を

発表。

▼高等裁判所，ライナス社への一時操業免
許無効化を求める住人の訴えを棄却。

▼中央銀行，政策金利を据置。
15日 ▼ PAS党大会開催。

▼法律・医療・私立大学・通信など 6分野
の自由化を発表。
18日 ▼ ASEAN人権宣言に署名。
21日 ▼カー・オーストラリア外相，マレー
シアによる選挙には介入しないと明言。
25日 ▼ Himpunan Hijau，ライナス社に反対

する行進。
27日 ▼ UMNO党大会開催。
30日 ▼ライナス社，操業開始。

12月 2 日 ▼人民進歩党（PPP），党大会開催。
3 日 ▼空軍，フランスからユーロコプター

2機購入。
7 日 ▼ペトロナス，カナダ石油会社プログ

レス社を買収。
9 日 ▼マレーシア・インド人会議（MIC），

党大会開催。
12日 ▼クランタン州政府，男女別のヘアサ
ロンサービス提供に関する政令の実施を延期。
15日 ▼民主行動党（DAP），党大会開催。
18日 ▼インドネシア大統領，来訪。メイド
問題，投資・貿易協力について協議。
19日 ▼ AESによる違反者の公判の凍結。
20日 ▼首相，インド訪問。シン・インド首

相と会談。インド・ASEAN首脳会議に参加。
21日 ▼ナジブ BN党首，BN候補者に対す

る汚職対策局のチェックを義務付け。
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　 1 　国家機構図（2012年12月末現在）

（注）　＊連邦元首，州元首に関わる訴訟を取り扱う。

　 　国家機構図（2011年12月末現在）

（注）　＊連邦元首，州元首に関わる訴訟を取り扱う。
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2012年　参考資料

　 2 　政府要人名簿（2012年12月末現在）
首相  Mohd Najib Abdul Razak ［UMNO］
副首相  Muhyddin Mohd. Yassin ［UMNO］
　首相府
大臣  Koh Tsu Koon ［上院議員］
 Mohamed Nazri Abdul Aziz ［UMNO］
 Nor Mohamed Yakcop ［UMNO］
 Jamil Khir Baharom ［上院議員］
 Idris Jala ［上院議員］
 Palanivel K. Govindasamy ［MIC］
副大臣  Liew Vui Keong（劉偉強）［LDP］
 Mashitah Ibrahim ［上院議員］
 S. Krishnasamy Devamany ［MIC］
 Ahmad Maslan ［UMNO］
　財務省
第一大臣 首相が兼任
第二大臣
 Ahmad Husni Mohamad Hanadzlah ［UMNO］
副大臣  Awang Adek Hussein ［UMNO］
 Donald Lim Siang Chai（林祥才）［MCA］
　国防省
大臣  Ahmad Zahid Hamidi ［UMNO］
副大臣  Abd. Latiff Ahmad ［UMNO］
　内務省
大臣  Hishammuddin Hussein ［UMNO］
副大臣  Lee Chee Leong（李志亮）［MCA］
 Abu Seman Yusop ［UMNO］
　外務省
大臣  Anifah Aman ［UMNO］
副大臣  Richard Riot Jaem（利察烈）［SUPP］
 A. Kohilan Pillay ［上院議員］
　国際貿易産業省
大臣  Mustapa Mohamed ［UMNO］
副大臣  Jacob Dungau Sagan ［SPDP］
 Mukhriz Mahathir ［UMNO］

　国内商業・消費者問題省
大臣  Ismail Sabri Yaakob ［UMNO］
副大臣  Rohani Abdul Karim ［PBB］
 Tan Lian Hoe（陳蓮花）［Gerakan］
　人的資源省
大臣  S. Subramaniam ［MIC］
副大臣  Maznah Mazlan ［上院議員］
　運輸省
大臣  Kong Cho Ha（江作漢）［MCA］
副大臣  Jelaing Mersat ［SPDP］
 Abdul Rahim Bakri ［UMNO］
　住宅・地方政府省
大臣  Chor Chee Heung（曹智雄）［MCA］
　公共事業省
大臣  Shaziman Abu Mansor ［UMNO］
副大臣  Yong Khoong Seng（楊昆賢）［SUPP］
　教育省
大臣 副首相が兼任
副大臣  Wee Ka Siong（魏家祥）［MCA］
 Mohd. Puad Zarkashi ［UMNO］
　高等教育省
大臣  Mohamed Khaled Nordin ［UMNO］
副大臣  Hou Kok Chung（何国忠）［MCA］
 Saifuddin Abdullah ［UMNO］
　農業・農業関連産業省
大臣  Noh Omar ［UMNO］
副大臣  Mohd. Johari Baharum ［UMNO］
 Chua Tee Yong（蔡智勇）［MCA］
　農村・地域開発省
大臣  Mohd Shafir Apadal ［UMNO］
副大臣  Joseph Entulu Belaun ［PRS］
 Hasan Malek ［UMNO］
　情報・通信・芸術・文化省
大臣  Rais Yatim ［UMNO］
副大臣  Joseph Salang Gandum ［PRS］
 Maglin Dennis D’Cruz ［PPP］
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　エネルギー・環境技術・水道省
大臣  Peter Chin Fah Kui（陳華貴）［SUPP］
　保健省
大臣  Liow Tiong Lai（廖中莱）［MCA］
副大臣  Rosnah Rashid Shirlin ［UMNO］
　天然資源・環境省
大臣  Douglas Uggah Embas ［PBB］
副大臣  Joseph Kurup ［PBRS］
　科学・技術・イノベーション省
大臣  Maximus Johnity Ongkili ［PBS］
副大臣  Fadillah Yusof ［PBB］
　観光省
大臣  Ng Yen Yen（黄燕燕）［MCA］
副大臣  James Dawos Mamit ［PBB］
　女性・家族・コミュニティ開発省
大臣  Mohd Najib Abdul Razak［UMNO］
副大臣  Noriah Kasnon ［UMNO］
　プランテーション産業・商品省
大臣  Bernard Giluk Dompok ［UPKO］
副大臣  Hamzah Zainudin ［UMNO］
　青年・スポーツ省
大臣  Ahmad Shabery Cheek ［UMNO］
副大臣  Razali Ibrahim ［UMNO］
 Gan Ping Sieu（顔炳寿）［MCA］
　連邦直轄区・都市福祉省
大臣  Raja Nong Chick Raja Zainal Abidin
副大臣  M. Saravanan ［MIC］

　 3 　州首相名簿
プルリス州  Md. Isa Sabu［UMNO］
クダ州  Ustaz Azizan Abdul Razak［PAS］
ペナン州  Lim Guan Eng（林冠英）［DAP］
ペラ州  Zambry Abd. Kadir［UMNO］
スランゴール州  Abdul Khalid Ibrahim［PKR］
ヌグリスンビラン州
 Mohamad Hasan［UMNO］

マラッカ州
 Mohd. Ali Mhod. Rustam［UMNO］
ジョホール州  Abdul Ghani Othman［UMNO］
クランタン州  Nik Abdul Aziz Nik Mat［PAS］
トレンガヌ州  Ahmad Said［UMNO］
パハン州  Adnan Yaakob［UMNO］
サバ州  Musa Aman［UMNO］
サラワク州  Abdul Taib Mahmud［PBB］
 
（注） ［　］内は所属政党。略称は以下の通
り。DAP（Democratic Action Party）：民主
行 動 党，Gerakan（Parti Gerakan Rakyat 
Malaysia）：マレーシア人民運動党，LDP
（Liberal Democratic Party）：自由民主党，
MCA（Malaysian Chinese Association）：マ
レ ー シ ア 華 人 協 会，MIC（Malaysian 
Indian Congress）：マレーシア・インド
人会議，PAS（Parti Islam Se-Malaysia）：
汎マレーシア・イスラーム党，PBB（Parti 
Pesaka Bumiputra Bersatu）：統一ブミプ
トラ伝統党，PBRS（Parti Bersatu Rakyat 
Sabah）：サバ人民統一党，PKR（Parti 
Keadilan Rakyat）： 人 民 正 義 党，PPP
（People’s Progressive Party）：人民進歩党，
PRS（Parti Rakyat Sarawak）：サラワク人
民 党，SAPP（Sabah Progressive Party）：
サ バ 進 歩 党，SNAP（Sarawak National 
Party）：サラワク国民党，SPDP（Sarawak 
Progressive Democratic Party）：サラワク
進 歩 民 主 党，SUPP（Sarawak United 
People’s Party）：サラワク統一人民党，
U M N O  （U n i t e d  M a l a y s  N a t i o n a l 
Organization）：統一マレー国民組織，
U P K O（ U n i t e d  P a s o k m o m o g u n 
Kadazandusun Murut Organization）：パソ
モモグン・カダサンドゥスン・ムルット
統一組織。
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　 1　基礎統計
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

人 口（1,000人） 26,832 27,058 27,568 28,081 28,589 28,964 29,337 
労 働 力 人 口（1,000人） 11,545 11,775 11,968 12,083 12,361 12,645 12,9241）

消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 3.6 2.0 5.4 0.6 1.7 3.21） 1.61）

失 業 率（％） 3.3 3.2 3.3 3.7 3.3 3.11） 3.21）

為替レート（ 1ドル＝リンギ） 3.6682 3.4376 3.3333 3.5246 3.2303 3.0360 3.1070 
（注）　 1）推計値。
（出所）　Ministry of Finance, Malaysia, Economic Report，各年版，経済計画局ウェブサイト，統計局ウェ
ブサイト。

　 2 　支出別国民総所得（名目価格） （単位：100万リンギ）
2008 2009 2010 2011 20121）

消 費 支 出 382,437 387,844 410,369 446,895 478,822 
政 府 74,970 78,675 80,936 93,976 98,706 
民 間 307,467 309,169 329,433 352,919 380,116 

総 固 定 資 本 形 成 145,525 141,584 156,346 166,485 199,668 
政 府 66,414 68,353 71,745 71,541 83,789 
民 間 79,111 73,231 84,601 94,945 115,879 

在 庫 増 減 1,196 ‒8,682 8,161 3,243 5,220 
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出 690,096 615,024 684,795 713,502 713,894 
財・サービス輸入（-） 579,688 505,886 584,726 620,864 648,533 
国 内 総 生 産（GDP） 639,565 629,885 674,946 709,261 749,070 
海 外 純 要 素 所 得 ‒34,180 ‒21,941 ‒41,117 ‒44,652 ‒55,560 
国 民 総 所 得（GNI） 605,385 607,944 633,829 664,609 693,510 
（注）　 1）推計値。
（出所）　Bank Negara Malaysia, Monthly Statistical Bulletin, 2012年 1月号。
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　 3 　産業別国内総生産（実質：2005年価格） （単位：100万リンギ）
2008 2009 2010 2011 20121）

農 業 ・ 漁 業 ・ 林 業 50,036 50,063 51,263 54,299 54,750
鉱 業 ・ 採 石 70,996 66,386 66,122 62,334 63,220
製 造 業 167,148 152,150 170,258 178,333 186,868
建 設 業 18,151 19,270 20,428 21,370 25,328
電 気 ・ ガ ス 13,140 13,324 14,298 14,748 15,391
水 道 2,790 2,921 3,088 3,174 3,303
卸 売 36,168 37,931 40,529 44,150 45,543
小 売 35,706 37,827 41,451 44,260 46,943
車 両 12,699 12,254 13,301 13,301 13,620
ホ テ ル 4,546 4,499 4,588 4,757 4,895
レ ス ト ラ ン 10,225 10,933 11,886 12,698 13,502
運 輸 ・ 倉 庫 23,805 23,094 24,695 26,016 27,294
通 信 21,080 22,389 24,428 26,286 28,685
金 融 41,967 44,286 48,204 50,960 53,832
保 険 12,353 12,441 13,171 14,391 16,670
不動産・ビジネスサービス 32,837 34,016 36,428 38,414 41,154
行 政 サ ー ビ ス 44,633 46,145 48,758 54,789 60,026
そ の 他 サ ー ビ ス 31,763 32,965 34,391 36,008 37,417
輸 入 税（+） 7,523 6,989 7,660 8,653 9,977
国 内 総 生 産（GDP）2） 639,565 629,885 674,946 709,261 749,070
実 質 GDP 成 長 率（％） 4.8 ‒1.5 7.2 5.1 5.6
（注）　 1）推計値。　 2）購入者価格表示。
（出所）　Bank Negara Malaysia, Monthly Statistical Bulletin, 2013年2月号。

　 4 　国・地域別貿易 （単位：100万リンギ）
2009 2010 2011 2012

輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
A S E A N 140,855 110,137 160,298 142,444 169,094 158,572 185,230 168,956 
　シンガポール 77,009 49,359 85,253 60,278 88,191 73,699 95,484 80,479 
　タ　　　　イ 29,808 26,299 34,136 32,972 35,742 34,480 37,705 36,308 
　インドネシア 17,235 23,019 18,090 29,390 20,841 35,113 27,619 31,109 
中 国 67,359 61,026 80,105 66,430 91,551 75,706 88,746 91,865 
日 本 53,345 54,316 66,763 66,535 81,368 65,362 82,933 62,389 
E U 59,779 50,880 68,688 54,122 72,031 58,858 62,181 65,527 
ア メ リ カ 60,811 48,834 60,951 56,259 57,653 55,405 60,792 49,091 
香 港 29,113 10,811 32,408 12,681 31,253 13,601 30,070 13,321 
イ ン ド 17,306 7,872 20,934 7,978 28,154 10,191 29,334 11,816 
オーストラリア 20,190 9,480 24,016 10,188 25,683 12,810 29,102 14,616 
韓 国 20,318 20,132 24,330 28,687 26,252 23,271 25,298 24,669 
台 湾 14,520 18,469 20,209 23,829 23,228 27,133 21,820 25,222 
そ の 他 68,922 42,711 80,121 59,677 91,595 72,716 86,683 79,894 
合 計 552,518 434,670 638,822 528,828 697,862 573,626 702,188 607,364 
（出所）　Bank Negara Malaysia, Monthly Statistical Bulletin, 2013年 2月号。
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　 5 　連邦政府財政 （単位：100万リンギ）
2006 2007 2008 2009 2010 2011 20121） 20132）

経 常 収 入 123,546 139,885 159,793 158,639 159,653 185,419 207,246 208,650 
経 常 支 出 107,694 123,084 153,499 157,067 151,633 182,594 202,617 201,917 
経 常 収 支 15,852 16,801 6,294 1,573 8,020 2,825 4,629 6,733 
開 発 支 出 35,807 40,564 42,847 48,996 51,296 45,334 46,927 46,726 
支 出 総 計3） 142,655 160,543 195,387 205,544 201,433 226,846 246,649 247,619 
総 合 収 支 ‒19,109 ‒20,658 ‒35,594 ‒47,424 ‒43,275 ‒42,509 ‒42,297 ‒39,993 
資 金 調 達 源
純国外借入 ‒3,054 ‒4,314 ‒473 ‒6,286 3,664 550 ‒513 ‒413 
純国内借入 17,750 25,800 35,654 56,879 36,456 45,069 43,344 40,526 
資産の変化4） 4,413 ‒828 414 ‒3,169 3,155 ‒3,119 ‒534 ‒120 
（注）　 1）修正推計値。　 2）予算推計値。　 3）経常支出 +直接開発支出 +純政府貸付。
　　　 4）＋は資産の取り崩しを意味する。
（出所）　Ministry of Finance, Malaysia, Economic Report, 各年版。

　 6 　国際収支 （単位：100万リンギ）
2006 2007 2008 2009 2010 20111） 20122）

貿 易 収 支 130,062 132,209 143,209 117,848 109,994 124,236 94,824 
輸 出(FOB) 590,018 605,175 663,014 552,518 638,822 697,862 702,188 
輸 入(FOB) 452,726 475,687 519,804 434,670 528,828 573,626 607,364 
サ ー ビ ス 収 支 ‒7,230 2,722 137 3,804 1,698 ‒8,011 ‒13,383 
所 得 収 支 ‒17,294 ‒13,984 ‒23,033 ‒14,214 ‒26,514 ‒21,971 ‒33,683 
移 転 収 支 ‒16,739 ‒16,035 ‒17,490 ‒19,631 ‒21,831 ‒21,099 ‒21,099 
経 常 収 支 96,029 102,190 131,414 110,727 88,079 97,108 59,977 
資 本 収 支 ‒43,446 ‒39,140 ‒118,489 ‒80,300 ‒19,827 22,254 ‒22,528 
直 接 投 資 144 ‒9,348 ‒25,996 ‒22,315 ‒13,611 ‒10,072 ‒21,907 
ポートフォリオ投資 12,786 18,384 ‒85,222 588 47,754 25,722 60,105 
そ の 他 投 資 ‒56,112 ‒47,991 ‒7,865 ‒58,447 ‒53,973 6,604 ‒60,726 
誤 差 脱 漏 ‒27,424 ‒17,754 ‒31,174 ‒16,596 ‒70,713 ‒24,487 ‒33,640 
総 合 収 支 25,158 45,296 ‒18,250 13,831 ‒2,628 94,682 3,873 
外 貨 準 備 高 290,422 335,717 317,468 331,301 328,671 423,358 427,111 
（注）　1）推計値。　2）予測値。
（出所）　Bank Negara Malaysia, Monthly Statistical Bulletin, 2013年 1月号。
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